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【手続補正書】
【提出日】令和3年7月21日(2021.7.21)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１面及び第２面を有する基板と、前記第１面の側に設けられた第１金属パターンと、
前記第１面の側の前記第１金属パターンの周囲に設けられた第１電極と、前記第２面の側
に設けられた第２電極と、前記第１金属パターンに熱的に接続された第２金属パターンと
、を有し、前記第１金属パターンの上に電子デバイスが固定され、前記第２電極に電子部
品が電気的に接続された配線板を準備する工程と、
　前記電子デバイスを加熱した状態で前記第１電極と前記電子デバイスの第３電極とをボ
ンディングワイヤーにより接続する工程と、を有し、
　前記接続する工程では、基板支持台により、前記第２面との間に前記電子部品を内包す
る空間を形成するように前記配線板を支持した状態で、前記第２金属パターンに供給した
熱を前記第１金属パターンを介して前記電子デバイスに伝えることにより、前記電子デバ
イスを加熱する
　ことを特徴とするモジュールの製造方法。
【請求項２】
　前記第２金属パターンは、前記第２面の側に設けられており、
　前記接続する工程では、前記基板支持台から前記第２金属パターンに熱を供給する
　ことを特徴とする請求項１記載のモジュールの製造方法。
【請求項３】
　前記第１面に垂直な方向において、前記第３電極と前記第２金属パターンとが重なって
いる
　ことを特徴とする請求項２記載のモジュールの製造方法。
【請求項４】
　前記配線板には、前記電子デバイスを囲むように設けられた枠体が固定されている
　ことを特徴とする請求項１乃至３いずれか１項に記載のモジュールの製造方法。
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【請求項５】
　前記第１面に垂直な方向において、前記第３電極と前記第１金属パターンとが重なって
いる
　ことを特徴とする請求項１乃至４のいずれか１項に記載のモジュールの製造方法。
【請求項６】
　前記接続する工程では、前記空間を減圧する
　ことを特徴とする請求項１乃至５のいずれか１項に記載のモジュールの製造方法。
【請求項７】
　第１面及び第２面を有する基板と、前記第１面の側に設けられた第１金属パターンと、
前記第１面の側の前記第１金属パターンの周囲に設けられた第１電極と、第２金属パター
ンと、前記第２面の側に設けられた第２電極と、を有する配線板と、
　前記第２面の側に設けられ、前記第２電極に電気的に接続された電子部品と、
　前記第１面の側に設けられ、前記第１金属パターンに接合された電子デバイスと、
　前記第１電極と前記電子デバイスの第３電極とを電気的に接続するボンディングワイヤ
ーと、を有し、
　前記第１金属パターンと前記第２金属パターンとの間の熱抵抗値は、前記第２金属パタ
ーンと前記第２電極との間の熱抵抗値よりも小さい
　ことを特徴とするモジュール。
【請求項８】
　前記第２金属パターンは、前記第２面の側に、前記電子部品の正射影領域を囲うように
設けられている
　ことを特徴とする請求項７記載のモジュール。
【請求項９】
　前記第１面に垂直な方向において、前記第３電極と前記第２金属パターンとが重なって
いる
　ことを特徴とする請求項８記載のモジュール。
【請求項１０】
　前記第２金属パターンは、前記第１面の側に、前記電子デバイス及び前記第１電極の正
射影領域を囲うように設けられている
　ことを特徴とする請求項７記載のモジュール。
【請求項１１】
　前記第１面に垂直な方向において、前記第３電極と前記第１金属パターンとが重なって
いる
　ことを特徴とする請求項１０記載のモジュール。
【請求項１２】
　前記第１面に垂直な方向において、前記電子デバイスと前記第１金属パターンとが重な
っている
　ことを特徴とする請求項１０又は１１記載のモジュール。
【請求項１３】
　前記第１金属パターンと前記第２金属パターンは電気的に接続されており、前記第２金
属パターンと前記第２電極とは電気的に非接続である
　ことを特徴とする請求項７乃至１２のいずれか１項に記載のモジュール。
【請求項１４】
　前記第２金属パターンの平面視における面積は、前記電子デバイスの平面視における面
積よりも大きい
　ことを特徴とする請求項７乃至１３のいずれか１項に記載のモジュール。
【請求項１５】
　前記電子デバイスは、赤外線吸収層を介して前記第１金属パターンに接合されている
　ことを特徴とする請求項７乃至１４のいずれか１項に記載のモジュール。
【請求項１６】
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　前記第２面の側に設けられ、前記第１電極に電気的に接続された外部端子を更に有する
　ことを特徴とする請求項７乃至１５のいずれか１項に記載のモジュール。
【請求項１７】
　前記電子デバイスを囲むように前記配線板に固定された枠体と、
　前記第１面の側に設けられ、前記電子デバイスから離間して前記電子デバイスに対向す
る対向部材と、を更に有し、
　前記対向部材は前記枠体に固定されている
　ことを特徴とする請求項７乃至１６のいずれか１項に記載のモジュール。
【請求項１８】
　前記基板はガラスエポキシ基板であり、
　前記電子デバイスの正射影領域において前記配線板に固定された複数の受動部品をさら
に有する
　ことを特徴とする請求項７乃至１６のいずれか１項に記載のモジュール。
【請求項１９】
　前記配線板には、フレキシブルケーブルのコネクタが固定されている
　ことを特徴とする請求項７乃至１８のいずれか１項に記載のモジュール。
【請求項２０】
　前記電子デバイスは撮像デバイスである
　ことを特徴とする請求項７乃至１９のいずれか１項に記載のモジュール。
【請求項２１】
　前記第２金属パターンは、前記第１面又は前記第２面の上に設けられており、前記第１
金属パターンに接続されている
　ことを特徴とする請求項７乃至２０のいずれか１項に記載のモジュール。
【請求項２２】
　請求項７乃至２１のいずれか１項に記載のモジュールと、
　前記電子デバイスから出力される信号を処理する信号処理装置と
　を有することを特徴とする機器。
【請求項２３】
　請求項７乃至２１のいずれか１項に記載のモジュールと、
　前記モジュールの動きを検出する検出部と、
　前記検出部からの信号に基づき、前記モジュールを変位させるアクチュエータと
　を有することを特徴とする機器。
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